
令和７年度第３回情報公開・個人情報保護審議会 

資料 





令和７年１２月２３日

行政総務課長 様

医事課長

個人情報取扱事務登録票変更届

 茅ヶ崎市個人情報取扱事務登録票等に関する事務処理要綱第４条第１項の規定によ

り、別紙のとおり変更事項を反映した登録票を作成したので、届け出ます。 

事務担当 市立病院事務局医事課 

 医療情報管理室 髙井 

外  線 ５２－１１１１ 
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31432
テキストボックス
令和７年度第３回
茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審議会
議題1-(1)  資料



（変更） 

登録番号 １４－２－１ 変更予定年月日 令和８年４月 

事務の名称 診療に関すること 

変更理由 

厚生労働省が掲げる医療ＤＸ工程表を元に医療ＤＸを進めてき

ました。全国医療情報プラットフォームを基盤とする電子カル

テ情報共有サービス及び電子処方箋管理サービスを行う上で、

診療に関する個人情報をシステムの構築及び管理する社会保険

診療報酬支払基金へ提供する必要があるため。 

変更後の登録票 別添 

変更事項 変更前 変更後 

収集の相手方及び方

法 

本人及び家族等から口頭によ

り収集、社会保険診療報酬支

払基金より収集 

本人及び家族等から口頭によ

り収集、社会保険診療報酬支

払基金からオンライン資格確

認システム、電子処方箋管理

サービスシステム及び電子カ

ルテ情報共有システムにより

収集 

提供先 無し 社会保険診療報酬支払基金 

提供する項目 無し 

個人情報の項目名及び要配慮

個人情報の取扱いにかかる項

目のうち電子カルテ情報共有

サービス及び電子処方箋管理

サービスが指定する項目

提供方法 無し 
電子カルテ情報共有サービ

ス、電子処方箋管理サービス

備考 
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14-2-1

事務担当課かい

登録番号

事務の名称

開始年月日

変更年月日

個人情報を取り扱う根拠法令等

取り扱う個人情報の範囲

個人情報を取り扱う目的

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

収集の相手方及び方法

事務担当課かい以外の

利用する課かい

提供先

提供する項目

提供方法

本人及び家族等から口頭により収集、社会保険診療報酬支払基金からオンライン資格確認システ

ム、電子処方箋管理サービスシステム及び電子カルテ情報共有システムにより収集

診療部、中央診療部、患者支援センター、医療安全管理室、感染管理室、医療情報管理室、診療

記録管理室、薬局、看護部

 社会保険診療報酬支払基金

個人情報の項目名及び要配慮個人情報の取扱いにかかる項目のうち電子カルテ情報共有サービス

及び電子処方箋管理サービスが指定する項目

電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋管理サービス

社会的身分
犯罪により害を

被った事実

医師等による指

導・診療・調剤

要配慮個人情報の取扱い

人種 病歴
心身の機能の障

害

刑事事件に関す

る手続

信条 犯罪の経歴
健康診断等の結

果

少年の保護事件

に関する手続

性別

続柄

生年月日

年齢

公的扶助

住所 賞罰

電話番号

趣味・し好

整理番号 家族状況 地位 納税状況 意見・要望

個人情報の項目名

個人番号 親族関係 職業・職歴 資産状況 団体加入

氏名 婚姻歴 学業・学歴 収入状況

本籍 居住状況 資格 取引状況 相談記録

国籍 成績・評価

医療法・医師法・歯科医師法

患者の個人情報

診療に関する事項を記載し、保存するため

基本的事項 家族の状況 経歴・資格等 財産経済状況 その他の項目

個人情報取扱事務登録票

医事課

14-2-1

診療に関すること

昭和42年1月1日

令和8年4月1日
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14-2-1

備 考

マニュ

アル

使用する「個人情報記録」

入院診療録 電子 処方箋 電子

外来診療録 電子 看護記録 電子

医師記録

エックス線フィルム 電子

検査報告書 電子

電子 産科看護記録 電子

指示箋 電子 診療申込書
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様式５（第６条関係） 

令和７年１２月２３日

行政総務課長 様

医事課長

個人情報ファイル簿変更届

 茅ヶ崎市個人情報取扱事務登録票等に関する事務処理要綱第６条第３項の規定によ

り、次のとおり変更事項を反映した個人情報ファイル簿を作成したので、届け出ます。 

個人情報ファイルの

名称 
診療録管理ファイル 

変更予定年月日 令和８年４月１日 

当該個人情報ファイ

ルに係る個人情報フ

ァイル簿 

別添 

備考 
個人情報取扱事務等緑票「１４－２－１ 診療に関すること」の

変更に伴い、本個人情報ファイル簿を変更したものです。 

事務担当 市立病院事務局医事課 

 医療情報管理室 髙井 

外  線 ５２－１１１１ 
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全
国
医
療
情
報

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

行
政
職
員
・研

究
者

医
薬
品
産
業
等

医
療
情
報
基
盤

介
護
情
報
基
盤

電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス

電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス

医
療
機
関
・
薬
局

医
療
保
険
者

国
民

救
急
隊

電
子
カ
ル
テ

レ
セ
コ
ン
等

保
険
者
業
務

シ
ス
テ
ム
等

介
護
事
業
所

介
護
業
務

ソ
フ
ト
等

自
治
体
・
保
健
所

健
康
管
理

シ
ス
テ
ム
等

特
定
健
診
等
デ
ー
タ
収
集

/管
理
シ
ス
テ
ム

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム

資
格
情
報

特
定
健
診
等
情
報

薬
剤
情
報

(レ
セ
プ
ト

)

医
療
費
情
報

(レ
セ
プ
ト

)

*
カ
ル
テ
情
報

全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
全
体
像
（
イ
メ
ー
ジ
）

1
救
急
・
医
療
・
介
護
現
場
の
切
れ
目
な
い
情
報
共
有

異
な
る
領
域
の
基
盤
間
連
携

2
医
療
機
関
・
自
治
体
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化
・
負
担
軽
減

3
健
康
管
理
、
疾
病
予
防
、
適
切
な
受
診
等
の
サ
ポ
ー
ト

4
公
衆
衛
生
、
医
学
・
産
業
の
振
興
に
資
す
る
二
次
利
用

❶

専
用

ア
プ
リ

≪
医
療
D
X
の
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
・
メ
リ
ッ
ト
例
≫

✓
意
識
不
明
時
に
、
検
査
状
況
や
薬
剤
情
報
等
が
把
握
さ
れ
、
迅
速
に
的
確
な
治
療
を
受
け
ら
れ
る
。

✓
入
退
院
時
等
に
、
医
療
・介

護
関
係
者
で
状
況
が
共
有
さ
れ
、
よ
り
良
い
ケ
ア
を
効
率
的
に
受
け
ら
れ
る
。

医
療
機
関
・薬

局
介
護
事
業
所

医
療
機
関

D
P
C

が
ん
登
録

予
防
接
種

感
染
症

指
定
難
病

小
児
慢
性

特
定
疾
病

介
護

D
B

N
D

B

障
害
福
祉

D
P
C

が
ん
登
録

介
護

D
B

N
D

B

指
定
難
病

小
児
慢
性

特
定
疾
病

D
P
C

が
ん
登
録

介
護

D
B

N
D

B
解 析 基 盤

国
民

二
次
利
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
群

(例
)

マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル

問
診
票
・予

診
票
入
力
、
デ
ー
タ
提
供
同
意

接
種
通
知
、
患
者
サ
マ
リ
ー
情
報
等

✓
受
診
時
に
、
公
費
助
成
対
象
制
度
に
つ
い
て
、
紙
の
受
給
者
証
の
持
参
が
不
要
に
な
る
。

✓
情
報
登
録
の
手
間
や
誤
登
録
の
リ
ス
ク
、
費
用
支
払
に
対
す
る
事
務
コ
ス
ト
が
軽
減
さ
れ
る
。

✓
予
診
票
や
接
種
券
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
速
や
か
に
接
種
勧
奨
が
届
く
の
で
能
動
的
で
ス

ム
ー
ズ
な
接
種
が
で
き
る
。
予
診
票
・
問
診
票
を
何
度
も
手
書
き
し
な
く
て
済
む
。

✓
自
分
の
健
康
状
態
や
病
態
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
活
用
し
、
生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る
行
動

や
、
適
切
な
受
診
判
断
等
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

✓
政
策
の
た
め
の
分
析
が
で
き
る
こ
と
で
、
次
の
感
染
症
危
機
へ
の
対
応
力
強
化
に
つ
な
が
る
。

✓
医
薬
品
等
の
研
究
開
発
が
促
進
さ
れ
、
よ
り
よ
い
治
療
や
的
確
な
診
断
が
可
能
に
な
る
。

行
政
職
員
・
研
究
者

解
析
ソ
フ
ト
等

行
政
・
自
治
体
情
報
基
盤

❸

❸

救
急
隊

意
識
不
明
に
よ
る

救
急
搬
送
中
の
確
認

救
急
医
療

・
入
院
中
の
確
認

施
設
入
所
時

・
リ
ハ
ビ
リ
中
の
確
認

医
療
情
報
基
盤

国
民

行
政
・
自
治
体
情
報
基
盤

閲
覧

健
診
結
果

(母
子
保
健

)、
接
種
記
録
等
の
連
携

医
療
機
関

自
治
体

手
入
力
不
要

持
参
不
要

公
費
助
成
情
報

の
連
携

自
治
体

閲
覧

マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル

患
者

❷

異
な
る
領
域
の
基
盤
間
連
携

※
シ
ス
テ
ム
詳
細
検
討
中

H

H

H
H

科
学
的
介
護
情
報
シ
ス
テ
ム

(L
IF

E
)

介
護
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(仮
称

)

要
介
護
認
定
情
報

L
IF

E
情
報

ケ
ア
プ
ラ
ン

介
護
情
報

（
レ
セ
プ
ト
）

※
連
携
方
法
検
討
中

各
D

B
の

デ
ー
タ
連
携

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム

医
療
情
報
閲
覧
機
能

救
急
時
医
療
情
報
閲
覧
機
能

診
療
情
報

(レ
セ
プ
ト

)

同
意
情
報

*
傷
病
名
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、
薬
剤
禁
忌

感
染
症
、
検
査
情
報
、
処
方
情
報

❸

※
シ
ス
テ
ム
詳
細
検
討
中

医
療
保
険
者
等
向
け
中
間
サ
ー
バ
ー

マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル

介
護
保
険
者

介
護
保
険

シ
ス
テ
ム
等

資
格
情
報

※
共
有
す
る
介
護
情
報
に
つ
い
て
は
検
討
中

P
M

H
(P

u
b
li
c 

M
e
d
ic

a
l 
H

u
b
)

公
費
助
成
情
報

母
子
保
健

予
防
接
種

処
方
・調

剤
情
報

紹
介
状
・退

院
時
サ
マ
リ
等

ケ
ア
プ
ラ
ン
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム

A
D

L
、
栄
養
・摂

食
嚥
下
、
口
腔
衛
生
情
報
等

民
間
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
等

❹
二
次
利
用
基
盤

履
歴
照
会
・
回
答
シ
ス
テ
ム

医
療
・
介
護
デ
ー
タ
等
の
解
析
基
盤

(H
IC

)

D
P
C

が
ん
登
録

予
防
接
種

感
染
症

指
定
難
病

小
児
慢
性

特
定
疾
病

介
護

D
B

N
D

B

障
害
福
祉

※
匿
名
化
識
別

ID
を
付
与
す
る
シ
ス
テ
ム

e
tc

..
.

❹
D

P
C

が
ん
登
録

介
護

D
B

N
D

B

小
児
慢
性

特
定
疾
病

が
ん
登
録

ラ
イ
フ
ロ
グ
等

自
治
体
等
向
け
中
間
サ
ー
バ
ー

第
４
回
「
医
療

D
X
令
和
ビ
ジ
ョン

2
0
3
0
」厚

生
労
働
省
推
進

チ
ー
ム
（
令
和
５
年
８
月

3
0
日
）
資
料
２
－
３

一
部
改
変

1
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令和７年１２月２３日   

 

 行政総務課長  様  

 

職員課長   

 

個人情報取扱事務登録票作成届  

 

 茅ヶ崎市個人情報取扱事務登録票等に関する事務処理要綱第３条第１項の規定によ

り、別紙のとおり個人情報取扱事務登録票を作成したので、届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当 職員課人財育成担当 

     大川・伊部・窪田 

内  線 ２５６１ 
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31432
テキストボックス
令和７年度第３回
茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審議会
議題2-(1)  資料



（作成） 

登録番号 １－２－２ 開始年月日 令和７年１２月１日 

 

事務の名称 茅ヶ崎市退職者キャリアバンク事業 

事務の概要 

退職者の再就職の公平性及び透明性を確保するとともに、退職

者が長年培った知識及び経験を活用できるよう再就職を支援する

ため、本キャリアバンクに登録を希望する者の氏名、住所、生年

月日等の基本情報のほか、経歴や健康情報等の個人情報を管理

し、団体・企業・教育機関等の求人団体等の人材ニーズに対し、

登録された退職者等の情報提供を行う。 

作成した登録票 別添 

 

備考  
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1-2-2

事務担当課かい

登録番号

事務の名称

開始年月日

変更年月日

個人情報を取り扱う根拠法令等

取り扱う個人情報の範囲

個人情報を取り扱う目的

○

○ ○

○

○

〇

○

○

○

○

○

収集の相手方及び方法

事務担当課かい以外の

利用する課かい

提供先

提供する項目

提供方法

本人からの登録申請又は再就職先の企業等からの報告により収集

企業、団体、教育機関等

登録する個人情報のすべて

文書

社会的身分
犯罪により害を

被った事実

医師等による指

導・診療・調剤

要配慮個人情報の取扱い

人種 病歴
心身の機能の障

害

刑事事件に関す

る手続

信条 犯罪の経歴
健康診断等の結

果

少年の保護事件

に関する手続

性別

続柄

生年月日

年齢

住所 賞罰

電話番号

本籍 居住状況 資格 取引状況 相談記録

国籍 成績・評価 公的扶助 健康状態

趣味・し好

整理番号 家族状況 地位 納税状況 意見・要望

個人情報の項目名

個人番号 親族関係 職業・職歴 資産状況 団体加入

氏名 婚姻歴 学業・学歴 収入状況

地方公務員法、茅ヶ崎市退職者キャリアバンク事業実施要領

当該キャリアバンクに登録を希望する者の個人情報

地域の団体・企業・教育機関等の求人団体等の人材ニーズに対し、登録された者の情報を提供す

るとともに、再就職に係る条件等の情報を収集することにより適正な運用を担保するため。

基本的事項 家族の状況 経歴・資格等 財産経済状況 その他の項目

個人情報取扱事務登録票

職員課

1-2-2

茅ヶ崎市退職者キャリアバンク事業に関すること

令和7年12月1日
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1-2-2

備 考

使用する「個人情報記録」

登録者一覧検索ファイル 電子
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茅ヶ崎市退職者キャリアバンク事業実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、退職者の再就職の公平性及び透明性を確保するとともに、退職者

が長年培った知識及び経験を活用できるよう再就職を支援するため実施する茅ヶ崎市

退職者キャリアバンク事業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において「茅ヶ崎市退職者キャリアバンク」とは、第５条第１項の規

定により登録された情報の集積をいう。 

２ この要領において「茅ヶ崎市退職者キャリアバンク事業」とは、茅ヶ崎市退職者キ

ャリアバンクから第６条第１項及び第２項の規定による情報の提供を行う事業をいう

。 

（対象） 

第３条 茅ヶ崎市退職者キャリアバンク（以下「キャリアバンク」という。）の登録の

対象となる者は、次のいずれにも該当する者（以下「退職者」という。）とする。 

(1) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の２第１項に規定する職

員であった者であって、６０歳に達した日以後に退職した者 

イ 同項に規定する職員であって、次条に規定する登録の申請を行う日の属する年

度の末日までの６０歳に達する日以後に退職する者 

(2) 同項に規定する職員であった者であって、６５歳に達する日の属する年度の末日

までにある者であること。 

（登録の申請） 

第４条 キャリアバンクに登録を希望する退職者は、茅ヶ崎市退職者キャリアバンク人

材情報登録申請書（第１号様式。以下「人材情報登録申請書」という。）により市長

に申請しなければならない。 

２ 退職者を採用する意向のある営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体（以下

「求人団体等」という。）は、茅ヶ崎市退職者キャリアバンク求人情報登録申請書（

第２号様式。以下「求人情報登録申請書」という。）により市長に申請しなければな

らない。 

（登録） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項をキャリアバ

ンクに登録するものとする。 

(1) 人材情報登録申請書又は求人情報登録申請書に記載されている事項 
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(2) 登録年月日 

２ 前項の規定による登録の有効期間は、申請があった日（キャリアバンクに登録され

ている者が再度の登録の申請をしたときは、有効期間の末日の翌日）の属する年度の

末日までとし、再就職が内定した場合は随時抹消することとする。 

３ 市長は、キャリアバンクに登録をするときはその旨を、登録をしないときはその旨

及び登録をしない理由を、申請した者に通知するものとする。 

（情報提供の手続） 

第６条 市長は、求人団体等から求人情報登録申請書が提出されたときは、その求人の

要件に合致する者を抽出し、その者の人材情報登録申請書に記載されている事項の提

供を行うものとする。 

２ 前項の提供を行ったときは、市長は、その該当者に対して、求人情報登録申請書に

記載されている事項の提供を行うものとする。 

３ 第１項の規定に基づく提供により選考を受けた退職者は、茅ヶ崎市退職者キャリア

バンク選考結果報告書（第３号様式）により、市長に報告するものとする。 

（再就職後の状況把握） 

第７条 市長は、求人団体等に対し、再就職した退職者の当該求人団体等における報酬

又は給与の額及び雇用期間等について、報告を求めることができる。 

附 則 

この要領は、令和７年１２月１日から施行する。 
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（第１号様式）

茅ヶ崎市退職者キャリアバンク人材情報登録申請書

平成　　年　　月　　 年 月 日

〒 － (  ) －

年 月

年 月

年 月

年 　 月

年 月

年 月

有 無

【 再就職に関する希望条件等 】

（又は 歳まで）

氏名（自筆）　　　　　　　　　　　　　

　茅ヶ崎市退職者キャリアバンク事業実施要領第４条第１項の規定に基づき、次のとおり申請
します。

ふ　り　が　な

性別 生年月日
(期末年齢)

年 月 日生

悪い

住 所
連 絡 先

氏 名

採用
年度

年度
役職定年前の
職(該当する
場合のみ)

年　　月 所　属・職

資格免許

退職時の職

主な職歴

在職時の
情報

職種

雇用期間

自己ＰＲ

勤務形態

年間

勤務地

健康状態
健康状態 良い 普通 やや悪い

職務への影響

採用の意向がある営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体から求人があった場合に
おいて、その条件に合う場合は、この申請書に記載した事項につき、当該団体等に提供す
ることに同意します。

 変則勤務
の可否

①土日
祝日勤務

②早番遅番
勤務

③交替制
勤務

特記事項
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（第２号様式）
茅ヶ崎市退職者キャリアバンク求人情報登録申請書

年 月 日

【法人の概要】

人 人 人 人

【求人の内容】
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

※退職時(役職定年前)の役職について、希望があれば記入してください

時間

① 時 分 ～ 時 分

② 時 分 ～ 時 分

③ 時 分 ～ 時 分

月額 円 年額① 円

月数 月 年額② 円

月額 円 年額③ 円

月額 円 年額④ 円

円

支給基準

内　　容

【法人担当者】

その他の内容

非 常 勤常 勤職 員

担
当
者

連
絡
先

住 所

E-mail

職 種

変 則 勤 務 交 替 制

郵便番号

特 記 事 項

住 所

給与等の条件

担当者所属名

早番遅番勤務

担 当 者 名

調 整 手 当

扶養手当

担当者役職名

年 金

年収見込（税込） （年額①～④の計）

事 業 内 容

雇 用 期 間

非常勤の場合、１週当たりの勤務時間数

土日祝日勤務

勤 務 時 間

必 要 な 資 格

管 理 職 手 当

　茅ヶ崎市退職者キャリアバンク事業実施要領第４条第２項の規定に基づき、次のとおり申請しま
す。

その他手当

常勤・非常勤の別

役 職 員 数

・ 経 験 等

給 料

所在地

法 人 の 名 称

代表者の役職名

非 常 勤

求 め る 知 識

役 員

職 務 内 容

その他の内容

住 居 手 当

代表者の氏名

郵便番号

常 勤

役 員 任 期役 職 名

勤 務 形 態

郵便番号勤務
場所

・ 免 許 等

電 話 番 号

電 話 番 号

住 所

電 話 番 号

退 職 手 当

雇 用 保 険

健 康 保 険 その他の内容

期末勤勉手当

通 勤 手 当

社
会
保
険

採用時期にか
かわらず、年
間を通じて雇
用した場合で
記入
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（第３号様式） 

  年  月  日 

（宛先）茅ヶ崎市長  

 

氏  名  

茅ヶ崎市退職者キャリアバンク選考結果報告書 

茅ヶ崎市退職者キャリアバンク事業実施要領第６条第３項の規定に基づき、次のとおり

報告します。 

 

１．求人団体等の名称、事業所名、所在地 

名称、事業所名  

所 在 地 

〒  

住 所  

電 話  

 

２．選考結果（該当を○で囲んでください） 

   ① 再就職内定               ② 不採用 

⇒ 以下(1) ～(4) に記入をお願いします。   ⇒ 記入は以上です。 

(1) 再就職内定先の役職名 

 

(2) 再就職内定先の職務内容 

 

 

(3) 採用予定日 

令和  年  月  日 採用予定 

(4) 選考の結果、求人情報登録申請書の条件で変更があった項目とその内容 
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令和７年１２月２２日   

 

 行政総務課長  様  

 

保育課長   

 

個人情報取扱事務登録票作成届  

 

 茅ヶ崎市個人情報取扱事務登録票等に関する事務処理要綱第３条第１項の規定によ

り、別紙のとおり個人情報取扱事務登録票を作成したので、届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当 保育課認定給付担当 

     岸本 

内  線 ２１５５ 
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（作成） 

登録番号 8-3-15 開始年月日 令和８年４月１日 

 

事務の名称 こども誰でも通園制度に関すること 

事務の概要 

子ども子育て支援法に基づき、乳児等通園支援事業（こども誰で

も通園制度）を実施するため、令和８年４月１日よりこども誰で

も通園制度総合支援システムを導入し、当該システムにおいて給

付対象者（こども誰でも通園制度認定申請者）の氏名、住所、生

年月日等の基本情報のほか、施設利用状況、減免判定情報等の個

人情報を管理し、対象世帯への通知の送付及び給付金申請者に対

する支給可否の判断を行う。 

作成した登録票 別添 

 

備考  
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8-3-15

事務担当課かい

登録番号

事務の名称

開始年月日

変更年月日

個人情報を取り扱う根拠法令等

取り扱う個人情報の範囲

個人情報を取り扱う目的

○

○ ○ ○

○ ○

○

○ 〇

○ 〇

○

○

○

○

○

○ ○

○

収集の相手方及び方法

事務担当課かい以外の

利用する課かい

提供先

提供する項目

提供方法

子ども・子育て支援法、同施行令、同施行規則、茅ヶ崎市立保育園条例

こども誰でも通園制度申請者の個人情報

こども誰でも通園制度申請者の認定情報等の管理をするため

基本的事項 家族の状況 経歴・資格等 財産経済状況 その他の項目

個人情報取扱事務登録票

保育課

8-3-15

こども誰でも通園制度に関すること

令和8年4月1日

趣味・し好

整理番号 家族状況 地位 納税状況 意見・要望

個人情報の項目名

個人番号 親族関係 職業・職歴 資産状況 団体加入

氏名 婚姻歴 学業・学歴 収入状況

本籍 居住状況 資格 取引状況 相談記録

国籍 成績・評価 公的扶助 施設利用情報

住所 賞罰 メールアドレス

電話番号

生年月日

年齢

性別

続柄

要配慮個人情報の取扱い

人種 病歴
心身の機能の障

害

刑事事件に関す

る手続

信条 犯罪の経歴
健康診断等の結

果

少年の保護事件

に関する手続

①保護者から「乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請書」により収集

②こども誰でも通園制度実施施設から「こども誰でも通園制度総合支援システム」により収集

③他市町村から情報提供ネットワークシステムにより収集

社会的身分
犯罪により害を

被った事実

医師等による指

導・診療・調剤
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8-3-15

備 考

使用する「個人情報記録」

こども誰でも通園制度総合支援システ

ム
電子

課税台帳（※） 電子

住民基本台帳（※） 電子
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　(法３０条の１５）

（宛先）茅ヶ崎市長

　次のとおり、乳児等支援給付に係る認定について申請いたします。

負担軽減の申請

転入前の市町村
での

利用の有無

既に認定を受けている
児童の有無

※認定期間内の児童
に限る

〒

　□　居住する市町村が、乳児等支援給付の認定のため、関係市町村から申請者及び申請児童に係る情報（要配慮
個人情報を含む）や制度の利用状況に係る情報を取得することに同意します。

児童
との
続柄

乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請書

個人情報の
提供等の同意

　□　居住する市町村が、乳児等支援給付の認定のため、必要な市町村民税及び世帯情報、申請者等の情報（要配
慮個人情報含む）等を利用することに同意します。

　□　申請した内容に変更がある場合には、必要な手続き（乳児等支援給付認定の消滅、変更に関する手続き等）を
行うことに同意します。

申請者（保護者）
※児童と同居し
ている方が申請

者になります

フリガナ

生年月日

前年1月1日
時点の住所

□現住所と同じ
□現住所と異なる

〒

電話番号

氏名

現住所

〒

本年1月1日
時点の住所

□現住所と同じ
□現住所と異なる

代理利用者

総合支援システムの
代理利用者

□有　　□無

フリガナ

現住所 □申請者と同じ
□申請者と異なる

〒

生年月日

電話番号 メールアドレス

氏名

□有　　　□無

メールアドレス

□有　　　□無

※生活保護を受給している場合、市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満の世帯である
場合及び市町村が支援が必要と認めた世帯である場合は「有」をチェックしてください。

□有　　　□無
※本年1月1日現在、住民票がない場合は、世帯全員の「課税証明書（所得証明書）」を添付
してください。

児童
との
続柄
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フリガナ

フリガナ

フリガナ

〒
現住所

申請者との
続柄

申請者との
続柄

性別

□疾患等
　（診断名等及び必要となる配慮等:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）
　　　　□指示書等の添付
□食物アレルギー
（医師の診断および指示＜生活管理指導表を添付＞　　　　 　　　　　　　　        　　）
　　　　□添付あり　　／　　□添付無し
□その他（具体的に記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

生年月日

氏名

氏名

配慮すべき事項の詳細

□疾患等
　（診断名等及び必要となる配慮等:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）
　　　　□指示書等の添付
□食物アレルギー
（医師の診断および指示＜生活管理指導表を添付＞　　　　 　　　　　　　　        　　）
　　　　□添付あり　　／　　□添付無し
□その他（具体的に記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

現住所
□申請者と同じ
□申請者と異なる

性別

1

□申請者と同じ
□申請者と異なる

配慮すべき事項の詳細

□疾患等
　（診断名等及び必要となる配慮等:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　）
　　　　□指示書等の添付
□食物アレルギー
（医師の診断および指示＜生活管理指導表を添付＞　　　　 　　　　　　　　        　　）
　　　　□添付あり　　／　　□添付無し
□その他（具体的に記載：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

障害等の有無 　□有　　□無 添付書類

□身体障害者手帳
□障害児通所給付費等の受給者
証
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□その他

障害等の有無 　□有　　□無 添付書類

□身体障害者手帳
□障害児通所給付費等の受給者
証
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□その他

その他配慮すべき
事項の有無

　□有　　□無 配慮すべき事項の詳細

その他配慮すべき
事項の有無

　□有　　□無

現住所
□申請者と同じ
□申請者と異なる

〒

生年月日

その他配慮すべき
事項の有無

〒
申請者との

続柄

性別

障害等の有無 　□有　□無 添付書類

乳児等支援給付（こど
も誰でも通園制度）の
認定を受けようとする

児童

確認を希望する児童の数

3

2

　□有　□無

生年月日

□身体障害者手帳
□障害児通所給付費等の受給者
証
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□その他

氏名
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